
日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成25年３月29日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第38号

日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部を改正する規則

日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則（平成12年鳥取県規則第７号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公の意思の形成への参画に携わる職） （公の意思の形成への参画に携わる職）

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に 第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に

掲げる職とする。 掲げる職とする。

(１) 鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第 (１) 鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第

５号）第14条第１項に規定する統轄監及び部局 ５号）第14条第１項に規定する統轄監、同条例第

長、同条例第15条第２項に規定する会計管理者並 14条第２項に規定する部局長等及び同条例第15条

びに鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第 第２項に規定する会計管理者並びに鳥取県行政組

13号。以下「組織規則」という。）第16条の規定 織規則（昭和39年鳥取県規則第13号。以下「組織

により置かれる部内局、課及び総室内室の長、次 規則」という。）第16条の規定により置かれる部

長、理事監、参事監、原子力安全対策監並びに危 内局、課及び総室内室の長、次長、理事監、参事

機管理専門官 監並びに危機管理専門官

(２) 略 (２) 略

(３) 鳥取県総合事務所等設置条例（平成15年鳥取 (３) 鳥取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県

県条例第40号）第９条に規定する所長及び組織規 条例第40号）第３条に規定する総合事務所長及び

則第156条第４項の規定により置かれる総合事務 組織規則第157条第１項の規定により置かれる地

所の日野振興センター及び農林事務所の八頭事務 方機関の長

所の長並びに組織規則第157条第１項の規定によ

り置かれる地方機関の長

(４)・(５) 略 (４)・(５) 略

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。




